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【問題】

 次の文章を読んで、後記の〔設問１〕及び〔設問２〕に答えなさい。なお、各設問は独立

しているものとする。

Ⅰ

【事実】

１．A 男と B 女の夫婦には、C、D 及び E の 3 人の子がいる。A は、自己の所有する甲土

地を駐車場として使用するとともに、甲土地の近くに所有する乙建物において B と居

住していた。C、D 及び E は、いずれも成年に達するまで A 及び B と乙建物に居住し

ていたが、成年に達した後は A 及び B との同居を解消して独立している。 
２．2022 年４月１日、B が死亡し、B の遺産はすべて A が取得するものとされた。 
３．2025 年２月１日、A が死亡し、C、D 及び E の３人が A を相続した。A は遺言を残し

ていなかった。C、D 及び E の間では、現在に至るまで、A の遺産について遺産分割だ

けでなく、その使用方法についても協議はなされていない。

４．C は、2025 年６月１日、D 及び E の承諾を得ることなく無断で、知人の F に対して F
が甲土地を駐車場として使用することを承認した。F は、甲土地上に自己の所有する自

動車を駐車して、甲土地を独占的に使用している。

〔設問１〕【事実】１から４までを前提として、次の（１）及び（２）の問いに答えなさい。

（１）F が甲土地を使用している事実を知った D 及び E は、F に対し甲土地の明渡しを請

求した。D 及び E の F に対する請求は認められるか。請求の根拠を明らかにした上で

論じなさい。

（２）D 及び E は、甲土地を D が単独で使用する旨の決定をした上で、F に対し甲土地の

明渡しを請求した。D 及び E の F に対する請求は認められるか。請求の根拠を明らか

にした上で論じなさい。

Ⅱ 【事実】１から４までに加えて、以下の経緯があった。

【事実】

５．C は、成年に達した後は独立して会社員として働いていたが、2020 年頃より B が体調

を崩すようになり、高齢の A が一人で B の介護を続けるのが困難になったことから、

2021 年 3 月末に会社を退職して、乙建物で A 及び B と同居を開始した。C は、乙建物

においてＢを介護し、さらにＢ死亡後はＡを献身的に介護した。A は、死亡するまで乙

建物において C と家族として共同生活を継続し、C が乙建物に同居することに反対す

ることはなかった。

６．C は、A が死亡し相続が開始した後も、乙建物に居住を続けている。 
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〔設問２〕【事実】１から６までを前提として、次の問いに答えなさい。

D 及び E は、C に対し、乙建物の賃料相当額（月額 21 万円）の３分の１に相当する月額

７万円の支払いをそれぞれ請求した。D 及び E の C に対する請求は認められるか。請求の

根拠を明らかにした上で、想定される C の反論を踏まえて論じなさい。 

（１２０点） 


